
集団扱制度をご利用いただくと保険料が割安になりますので、この機会に是非とも 

ご契約くださいますようおすすめします。 

ご契約者は宇都宮商工会議所の会員（会員および会員の役員また
は従業員を含みます。）の方に限ります。記名被保険者（ご契約のお
車を主に使用される方）および車両所有者は、ご契約者の配偶者、
ご契約者またはその配偶者の同居の親族、ご契約者またはその配
偶者の別居の扶養親族のいずれかの場合も、ご契約いただけます。 

現在のノンフリート等級も継承されます（他の保険会
社、ＪＡ共済、全労済等を含みます。ただし、一部の
共済を除きます。）。 

宇都宮商工会議所会員のみなさまへ 

集団扱契約は、一時払･分割払とも東京海上日動の一般契約の一時払・分割払に比べ 

約５％ 
集団扱一時払は一般契約一時払に比べて５％割安です。 

集団扱分割払は一般契約と異なり分割割増がかからないので
約５％割安となります。 

 

《ご注意》 
■残高不足等により２か月続けて口座振替不能が発生した場合等には、団体扱・集団扱特約が失効し、残りの保険料を一括して払込みい
ただくことがありますので、あらかじめご了承ください。 

 
※このチラシは、「集団扱自動車保険」「ノンフリート多数割引」の概要を記載したものです。適用できる割引や特約等には一定の条件がある場
合があります。なお、ご契約にあたっては、必ず『重要事項説明書』をよくお読みください。また、詳しくは「ご契約のしおり（約款）」をご用意してお
りますので、必要に応じて、代理店または東京海上日動にご請求ください（「ご契約のしおり（約款）」は東京海上日動のホームページ
（http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/）でもご確認いただけます。）。尚、代理店連絡先、その他ご不明な点等がある場合は、東京海上
日動までお問い合わせください。 

記名被保険者と車両所有者は、ご契約者の
同居の親族等の場合でもご契約いただけます。 

現在のノンフリート等級も継承されます。 

割安！ 

お車を３台以上お持ちの場合には、『ミニフリート』（ノンフリート多数割引）を 

おすすめします。 

まとめてご契約いただくと保険料が割安になります！！ 

ご契約のお手続き時に現金をご用意 

いただく必要はございません。 

３～５台 

のお車を 

お持ちの方 

６台以上 

のお車を 

お持ちの方 

保険料全体＊から 

５％割引 
保険料全体＊から 

３％割引 
＊ファミリーバイク特約、個人賠償責任補償特約、弁護士費用等補償特約（自動車）、法律相談費用補償特約、人身傷害諸費用補償特約、
車両搬送費用補償特約、車両搬送時の諸費用補償特約、地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約の保険料は割引対象外です。  

引受保険会社 
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ご連絡 
お問い合わせ先 
（受付窓口） 

東京海上日動火災保険株式会社 栃木支店 業務グループ 
〒３２０-８５１１ 宇都宮市馬場通り４－１－１ うつのみや表参道スクエア８Ｆ  
ＴＥＬ０２８ｰ６００ｰ７１２１  FAX ０２８ｰ６００ｰ７１２０ 

■ご契約上の注意点■ 

・現在のご契約をミニフリートにまとめる際に、現在のご契約を解約していただく場合があります。また、現在のご契約が他の保険 

 会社等の場合には、解約返還保険料が「短期率計算」となる等、お客様に不利益になることがあります。 

・記名被保険者が別居の扶養親族の場合、集団扱の対象ですが、ミニフリートの対象とはなりません。 

ミニフリートのおすすめ 

  集団扱自動車保険のおすすめ 

※ミニフリートとは・・・ 

お車を3台以上同時にご契約いただき、 

「ノンフリート多数割引」を適用する契約方式です。 

※集団扱とは・・・ 
宇都宮商工会議所が保険会社と保険料集金契約を結び、保険 
料を集金し、まとめて払い込むため、保険料が割安となる制度です。 


